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 入 札 参 加 に あ た っ て の 留 意 事 項 

 

 

 

入札参加者は、男鹿市入札心得のほか、次の事項に留意して入札に参加してください。 

 

１．技術者の適正な配置について 

建設業法に規定している次の事項を遵守してください。 

（１）請負金額が４，０００万円（建築一式の場合は８，０００万円）以上の建設工事を施工する

に当たっては、工事現場ごとに専任の主任技術者を配置しなければなりません。 

（２）下請契約の請負代金の合計が４，５００万円（建築一式の場合は７，０００万円）以上とな

る場合については、主任技術者に代えて専任の監理技術者（監理技術者資格者証の交付を受け

ている者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者に限る。）を配置しなければ

なりません。 

 

２．配置する技術者の資格について 

一般土木工事及び舗装工事の施工にあたり配置しなければならない主任技術者又は監理技術者に

は、次の資格が必要です。 

 （１） ４，０００万円以上８，０００万円未満の工事の場合は、原則として１級建設機械施工技

士、２級建設機械施工技士、１級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士（種別を「土木」

とするものに限る）又は技術士（技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農

業部門（選択科目「農業農村工学」とするものに限る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」

とするものに限る。）、水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）又は総合技術

監理部門（選択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」、「森林土木」又は「水産土木」

とするものに限る。）とするものに合格した者）とする。 

 （２） ８，０００万円以上の工事の場合は、原則として１級建設機械施工技士、１級土木施工管

理技士又は技術士（技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門（選択

科目「農業農村工学」とするものに限る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」とするもの

に限る。）、水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選

択科目を建設部門に係るもの、「農業農村工学」又は「水産土木」とするものに限る。）とす

るものに合格した者）であって、監理技術者資格証の交付を受け、かつ、国土交通大臣の登

録を受けた講習を受講したものとする。 

 （３） （１）及び（２）の場合において、技術士法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年

文部科学省令第４５号）による改正前に、第二次試験のうち技術部門の選択科目を「農業土

木」とするものに合格した者は、改正後の選択科目を「農業農村工学」とするものに合格し

た者とみなすこととする。 

 （４） （１）及び（２）の場合において、１級建設機械施工技士は１級機械施工管理技士と、２

級建設機械施工技士は２級機械施工管理技士とみなす。 

 

３．配置予定技術者の変更について 

  条件付き一般競争入札において、競争入札参加資格確認申請書に記載した配置予定技術者を工事

着手時に変更することはできません。 

 

 

（別添２） 
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４．見積内訳明細書の提出について 

  入札公告、入札説明書又は指名通知書において、見積内訳明細書の提出が必要とされた工事にあ

っては、これを１回目の入札時に提出してください。 

  なお、見積内訳明細書の取扱いについては、「入札時における見積内訳明細書の取扱要領」による

ものとします。 

 

５．低入札価格調査制度について 

  適正な施工を確保する観点から、ダンピング受注の排除を図るため、制度の厳格な運用をします。 

 （１）低入札調査基準価格を下回る価格で入札した業者全員に対する措置 

   ① 指名差し控えの警告通知を発します。警告の有効期間は３月間とします。 

   ② 警告期間内に再度低入札を行った場合は、指名差し控え通知により２月間の指名差し控え

を行います。 

   ③ 低入札に対する指名差し控え通知日から２月間は、全ての入札（随意契約を含む）に参加

することはできません。 

   ④ 入札に参加することはできない期間中に開札する案件については、落札者となることはで

きません。 

（２）低入札価格調査を経て落札した業者と契約する場合の措置 

  ① 履行保証割合（契約保証の額）を 10 分の３以上とすることとし、工事請負契約書に添付

する契約事項第４条第２項及び第４項並びに第４５条第２項中「10分の１」を「10分の３」

に読み替えます。 

   ② 前払金支出割合を 10 分の２とすることとし、工事請負契約書に添付する契約事項第３５

条第１項中「10分の４」を「10分の２」に読み替えます。 

   ③ 中間前払金を請求することはできません。 

   ④ 監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）の専任配置が義務づけられて

いる工事については、当該工事において求められる監理技術者等の要件と同一の要件（工事

経歴に関する要件を除く）を満たす技術者１名を監理技術者等とは別に専任で配置しなけれ

ばなりません。 

 

６．設計調査等関連業務を行った者を建設工事に指名する場合の取り扱いについて 

  当該工事の調査業務、計画業務及び設計業務を行ったと認められる者については、原則として、

当該工事に指名しないものとします。 

 

７．下請負人選定のあり方について 

  秋田県の「建設産業における生産システム合理化指導要綱（平成４年２月２０日付け監－１６４

０）」を遵守するものとし、特に次の事項に留意してください。 

 （１）下請負業者の選定に当たっては、建設業法等関係法令の規定を満たすものであることはもと

より、施工能力、経営管理能力、雇用管理及び労働安全衛生管理の状況等を的確に評価し優良

な者を選定すること。 

 （２）下請負の締結及び下請代金の支払いに当たっては、同要綱を遵守し適正に行うこと。 

 （３）施工体制台帳等を整理する等により、工事の施工体制を的確に把握すること。 

 （４）建設労働者の雇用・労働条件の適正化を図るため、就業規則、建設労働者名簿及び賃金台帳

を整備するとともに、適正な賃金の支払いに努めること。 

 （５）契約事項第７条の規定に基づき、工事の一部を第三者に請け負わせたときは、直ちに下請負

届を提出すること。 



3 

 

 

８．下請負及び資材調達等に関する市内業者の活用について 

  下請負及び資材調達等に関しては、できる限り市内業者を選定するよう努めてください。 

 

９．建設業退職金共済制度への加入について 

  市では、建設労働者の労働福祉の向上を図るため、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」

という。）の普及に努めています。ついては、制度の趣旨を理解の上、次の事項を遵守してください。 

 （１）建退共制度の証紙貼付方式とした場合は対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の

共済手帳に証紙を貼付する、また電子申請方式とした場合は対象労働者に係る退職金ポイント

を購入し、勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）に対し、電子申請専用サイトを通じ

て、就労状況報告を行い、掛金を充当すること。 

 （２）下請契約を締結する際は、下請業者に対して建退共制度の趣旨を説明するとともに、証紙貼

付方式とした場合は下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を併せて購入

して現物により交付すること、また、電子申請方式とした場合は下請業者が雇用する建退共制

度の対象労働者に係る退職金ポイントを合わせて購入し、退職金ポイントの充当を一括して申

請すること、又は、建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の

建退共制度への加入並びに共済証紙又は退職金ポイント（以下「共済証紙等」という。）の購入

及び貼付又は掛金充当を促進すること。 

 （３）建退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事請負契約締結後、証紙貼

付方式においては１ヶ月以内に、電子申請方式においては４０日以内に市に提出すること。 

    なお、電子申請方式において、退職金ポイント購入が口座振替による場合であって、発注機

関に対して機構の電子申請専用サイトで発行される「掛金口座振替申込受付書」が提出される

場合、又は工事請負契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用

しない等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合は、あ

らかじめその理由及び共済証紙等の購入予定時期を書面により申し出ること。 

 （４）（３）の申出を行った場合又は工事請負契約額の増額変更があった場合等において、共済証紙

等を追加購入したときは、当該共済証紙等に係る収納書を工事完成時までに提出すること。 

    なお、（３）の申出を行った場合又は工事請負契約額の増額変更があった場合等において、共

済証紙等を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。 

 （５）  別に定める建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表及び建退共証紙貼付実績書を作成し、

工事完成届に添付して市に提出すること。 

 （６）市から共済証紙等の受払簿その他関係資料の提出を求められた場合は、速やかに提出するこ

と。 

 （７）下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元受業

者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法

もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の当該事務の受託に努めること。 

 

１０．労働保険制度及び建設労災補償共済制度への加入について 

  建設労働者の労働福祉の向上を図るため、労働者災害補償保険法による労働保険制度への加入は

もとより、この法定労災補償制度を補完する法定外労災補償制度へ加入する必要があります。 

 （１）工事請負契約を締結した場合は、財団法人建設業福祉共済団の建設労災補償共済加入証明書

その他の共済、保険制度の加入を証する書面の写しを契約締結後１週間以内に市に提出するこ

と。 

 



4 

 

 （２）一人親方や中小事業主等は、その業務の実態等により雇用労働者に準じて保護することが適

当であるとして、労働保険の特別加入が認められていることから、不慮の作業事故に備えるた

め、工事に参加する一人親方等に対し、労働保険の加入を促すこと。 

 

 

男鹿市総務企画部財政課財政班 

 

 

 

 附 則 

この留意事項は、平成２４年６月２５日以降に入札公告を行う案件に適用する。 

 附 則 

この留意事項は、平成２７年４月１日以降に入札公告を行う案件に適用する。 

 附 則 

この留意事項は、平成２８年８月２６日以降に入札公告を行う案件に適用する。 

 附 則 

この留意事項は、平成３１年４月１日以降に入札公告を行う案件に適用する。 

 附 則 

この留意事項は、令和５年１月１日以降に入札公告を行う案件に適用する。 

 附 則 

この留意事項は、令和５年９月１日以降に入札公告を行う案件に適用する。 


